
左記職員に対する

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

支給単価

潜水作業手当 潜水免許を保有する職員 潜水器具を着用しての潜水作 １時間

業 円310
～ 円1,500

災害応急作業等手当 警察本部又は警察署に勤 災害現場での人命救助作業等 日額

務する職員 円420
～ 円1,680

(東日本大震災関係)

日額

円1,000
～ 円40,000

側近警衛等作業手当 警察本部又は警察署に勤 ① 天皇・皇后・皇太子・皇太 日額

務する警察官 子妃・文人親王・悠仁親王の ① 円1,150
側近警衛 ② 円640
② その他の皇族の側近警衛・

警護対象者の警護

海外犯罪情報収集作 警察本部又は警察署に勤 海外における犯罪捜査の情報 日額

業手当 務する警察官 収集作業等 円800
銃器犯罪捜査等作業 警察本部又は警察署に勤 銃器使用犯罪現場での犯人逮 日額

手当 務する警察官 捕等 円600
～ 円1,200

（注） 特殊勤務手当は，著しく危険，不快，不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する職員に支給される手当である。

時間外勤務手当(5)
支給実績（２３年度決算） 千円3,289,094
職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算） 千円133
支給実績（２２年度決算） 千円3,596,023
職員１人当たり平均支給年額（２２年度決算） 千円145
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６ 特別職の報酬等の状況（平成 年４月１日現在）24
区 分 給料月額等

給 知 事 円（減額前 円）930,000 1,240,000
副 知 事 円（減額前 円）873,000 970,000

料

報 議 長 円（減額前 円）892,400 970,000
副 議 長 円（減額前 円）822,150 870,000

酬 議 員 円（減額前 円）748,800 780,000
期 知 事

末 副 知 事 （平成23年度支給割合）

手 議 長 月分2.95
当 副 議 長 （ ％加算措置あり）20

議 員

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

退

職 知 事 円 勤続月数＝ 円 （任期毎）1,240,000 ×2/3× 39,679,999
手 （４８月）

当 副 知 事 円 勤続月数＝ 円 （任期毎）970,000 ×1/2× 23,280,000
（４８月）

（注）１ 給料及び報酬は，減額措置後の額である。

２ 退職手当の「１期の手当額」は，４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき，１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の

見込み額である。

７ 職員数の状況

部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）(1)
区分 職 員 数 対前年

主 な 増 減 理 由
部門 平成 年 平成 年 増減数23 24
一般行政部門 議 会 △ ・庶務事務集中化など事務事業の36 35 1

総務企画 △ 見直し等による減927 897 30
税 務 増事由183 185 2
民 生 【税務部門】432 446 14

自動車税担当の増員衛 生 △695 694 1
労 働 【民生部門】96 96 0

難病相談・支援センター設置に伴う増農林水産 △1,731 1,705 26
員商 工 △186 182 4

土 木 △ 減事由986 967 19
都市緑化フェア推進室の廃止に伴う減員小 計 △5,272 5,207 65

特別行政部門 教 育 △ ・児童，生徒数の減による教育部15,940 15,854 86
警 察 門の定数減等3,378 3,386 8
小 計 △ ・警察部門職員の欠員補充等19,318 19,240 78

公営企業等 病 院 △ ・病院部門職員の欠員不補充等966 957 9
22 22 0会 計 部 門 そ の 他

988 979 9小 計 △

25,578 25,426 152総 合 計 △

( ) ( ) (△ )28,219 28,081 138
（注）１ 職員数は，一般職に属する職員数であり，地方公務員の身分を保有する休職者，派遣職員等を含み，臨時又は非常勤職員を除いている。

２ （ ）内は，条例定数の合計。
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年齢別職員構成の状況（平成24年４月１日現在）(2)

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳20 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
計区 分

未満 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 以上23 27 31 35 39 43 47 51 55 59

342 25,426職員数 78 536 1,358 1,797 2,481 3,586 3,736 3,415 3,151 2,821 2,125

職員数の推移(3)
（単位：人，％）

年度 過去５年間の

部門別 年 年 年 年 年 年 増減数（率）19 20 21 22 23 24

一般行政 △ (△ )5,928 5,703 5,534 5,396 5,272 5,207 721 12.2%

教育 △ (△ )16,676 16,437 16,247 16,005 15,940 15,854 822 4.9%

警察 ( )3,346 3,358 3,370 3,354 3,378 3,386 40 1.2%

消防 ( )0 0 0 0 0 0 %

普通会計計 △ (△ )25,950 25,498 25,151 24,755 24,590 24,447 1,503 5.8%

公営企業等会計計 ( )941 948 938 941 988 979 38 4.0%

総合計 △ (△ )26,891 26,446 26,089 25,696 25,578 25,426 1,465 5.4%

（注）１ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。
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８ 公営企業職員の状況
工業用水道事業(1)
① 職員給与費の状況
ア 決算

総 費 用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める （参考）
区 分 職員給与費比率 年度の総費用に占22

Ａ 質収支 Ｂ ＢＡ める職員給与費比率/
千円 千円 千円 ％ ％

年度23 182,835 44,475 21,031 11.5 9.2△

給 与 費 一人当たり 参考 都道府( )
区 分 職員数 給 料 職員手当 計 県平均一人当期末・勤勉手当

Ａ Ｂ 給与費 ＢＡ たり給与費/
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

年度23 13,782 2,643 4,606 21,031 5,258 6,659４
（注）１ 職員手当には，退職手当を含まない。

２ 職員数は，平成 年３月 日現在の人数である。24 31

イ 特記事項
一般行政職の職員と同様，平成 年度は，一般職員は給料月額が０～２％減額されて支給され24

ています。

② 職員の平均年齢，基本給及び平均月収額の状況（平成24年４月１日現在）
区 分 平均年齢 基本給 平均月収額
鹿児島県 歳 円 円48.0 350,796 438,141
団体平均 歳 円 円45.5 362,100 550,637

（注） 平均月収額には，期末・勤勉手当を含む。

③ 職員の手当の状況
ア 期末手当・勤勉手当

鹿 児 島 県 鹿児島県の 団体平均
一般行政職

１人当たり平均支給額（平成23年度）
千円 千円 千円1,151 1,524 1,500(再任用短時間職員を含む ）。

（平成23年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 同 －

月分 月分2.60 1.35
（ ） 月分 （ ）月分1.45 0.65

（加算措置の状況）
職制上の段階，職務の級等による加算措置 －
・役職加算 ～ ％ 同5 20
・管理職加算 ％10

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合である。

イ 退職手当（平成 年４月１日現在）24
鹿 児 島 県 鹿児島県の 団体平均

一般行政職
（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続 年 月分 月分20 23.5 30.55
勤続 年 月分 月分 同 －25 33.5 41.34
勤続 年 月分 月分35 47.5 59.28
最高限度額 月分 月分59.28 59.28
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（ ％～ ％加算）2 20
－ － 千円１ 人 当 た り 平 均 支 給 額 11,371

ウ 時間外勤務手当
支給実績（２３年度決算） 千円601
職員１人当たり平均支給年額 ２３年度決算 千円（ ） 150
支給実績（２２年度決算） 千円843
職員１人当たり平均支給年額 ２２年度決算 千円（ ） 281

（注） 時間外勤務手当には，休日勤務手当を含む。
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病院事業(2)
① 職員給与費の状況

ア 決算

総 費 用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める （参考）

区 分 職員給与費比率 年度の総費用に占22
める職員給与費比率

Ａ 質収支 Ｂ ＢＡ/
千円 千円 千円 ％ ％

23 17,199,841 812,857 10,150,619 59.0 58.7年度

(参考)都道府県平均給 与 費 一人当たり

区 分 職員数 給 料 職員手当 計期末・勤勉手当

１人当たり給与費Ａ Ｂ 給与費 B/A
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

23 1,050 3,995,687 1,705,395 1,463,022 7,164,104 6,823 7,266年度

（注）１ 職員手当には，退職手当を含まない。

２ 職員数は，平成 年３月 日現在の人数である。24 31

イ 特記事項

平成 年度は，県立病院事業管理者は ％，管理職は６％，一般職員（医師を除く ）は０24 10 。

％又は２％，管理職手当が支給されない医師は２％，それぞれ給料月額が減額されて支給されて

います。

② 職員の平均年齢，基本給及び平均月収額の状況（平成２４年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

鹿児島県 歳 円 円42.8 332,647 564,058
医 師 歳 円 円42.1 573,745 1,354,505
看 護 師 歳 円 円41.9 300,185 480,577
事務職員 歳 円 円47.1 342,032 537,390
団体平均 歳 円 円40.0 343,470 600,849
医 師 歳 円 円44.2 555,250 1,364,877
看 護 師 歳 円 円37.9 301,712 478,374
事務職員 歳 円 円43.5 362,444 569,991

（注）１ 平均月収額には，期末・勤勉手当を含む。

２ 県立病院局は，平成 年度に設置されている。18

③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

鹿 児 島 県 鹿児島県の 団体平均

一般行政職

１人当たり平均支給額（平成 年度）23
１３９３千円 １５２４千円 １４３２千円, , ,

（平成２３年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 同 －

月分 月分2.6 1.35
（ ）月分 （ ）月分1.45 0.65

（加算措置の状況）

職制上の段階，職務の級等による加算措置 同 －

・役職加算 ～ ％5 20
・管理職加算 ％10

（注）１ （ ）内は，再任用職員に係る支給割合である。
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イ 退職手当（平成２４年４月１日現在）

鹿 児 島 県 鹿児島県の 団体平均
一般行政職

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続 年 月分 月分20 23.5 30.55
勤続 年 月分 月分 同 －25 33.5 41.34
勤続 年 月分 月分35 47.5 59.28
最高限度額 月分 月分59.28 59.28
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（ ％～ ％加算）2 20
千円 千円 千円１ 人 当 た り 平 均 支 給 額 2,313 26,616 7,355

ウ 地域手当

（平成２４年４月１日現在）

支給総額（平成２３年度決算） 千円130,958
支給職員１人当たり平均支給年額 千円1,110
（平成２３年度決算）
支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度

（支給率）
医 師 ～ 人 －23 25% 118

（注） 地域手当は，民間賃金，物価等が特に高い地域に勤務する職員並びに採用が困難な医師及び歯科医師に支給される手当である。

エ 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）
支給総額（ 年度決算） 千円23 164,330
支給職員１人当たり平均支給年額（ 年度決算） 円23 210,000
職員全体に占める手当支給職員の割合（ 年度） ％23 74.5
手当の種類（手当数） ６

左記職員に対する手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給単価

防疫等作業手当 助産師，看護師，准看護師 感染症患者等の看護作業に従 日額 円290
事

放射線取扱手当 医師，診療放射線技師，看護 エックス線その他の放射線を 日額 円250
職員 照射・透視する作業に従事

精神保健業務手当 精神保健指定医及び当該医が 精神保健及び精神障害者の福 日額 円290
行う対象業務に立ち会った職 祉に関する法律に基づく診察
員 等

夜間看護等手当 ①助産師，看護師，准看護師 ①正規の勤務時間による勤務 ①１回
②医療職給料表の適用を受け として深夜( ～ )時 ～22:00 5:00 2,000
る職員 間を含む夜間の勤務に従事 円3,300
③医療職給料表の適用を受け ②急患に対処するため自宅等 ②１回
る職員のうち給料の特別調整 で待機を依頼された職員が呼 円1,620
額を支給されている職員 出を受け，正規の勤務時間以

外の時間において手術等の業
務に従事
③救急患者等に対処するため ③１回
に呼出を受け，正規の勤務時 ～5,000
間が割り振られた日の２２時 円15,000
から５時の時間において手術
等の業務に従事

専門資格業務手当 医療職給料表の適用を受ける 県立病院事業管理者が定める 日額 円250
職員（医師，歯科医師である 専門資格を有し，当該専門性
職員を除く ）のうち県立病 に関する業務，研究又は指導。
院事業管理者が定める専門資 に従事
格を有する職員

麻酔施行業務手当 麻酔科に勤務する医師以外の マスク又は気管内挿管による 一回
医師又は歯科医師 閉鎖循環式全身麻酔業務に従 円20,000

事
（注） 特殊勤務手当は，著しく危険，不快，不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する職員に支給される手当である。

オ 時間外勤務手当
支給実績（２３年度決算） 千円208,946
職員１人当たり平均支給年額 ２３年度決算 千円（ ） 236
支給実績（２２年度決算） 千円196,111
職員１人当たり平均支給年額 ２２年度決算 千円（ ） 231
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